
大学入学共通テスト実施方針（追加分）（案） 

 
 
 

○ 大学入学共通テスト実施方針（平成 29 年７月文部科学省公表）では、「７．英語の

４技能評価」において、「民間の資格・検定試験を活用するとともに、資格・検定試験の

うち、試験内容・実施体制等が入学者選抜に活用する上で必要な要件を満たしているもの

を大学入試センターが認定し、その試験結果及びＣＥＦＲの段階別成績表示を要請のあっ

た大学に提供する」こととしており、具体的には大学入試センターにおいて、参加要件を

満たしていることが確認された民間の資格・検定試験が参加する「大学入試英語成績提供

システム」を新たに設ける予定である。同方針で明らかにされていなかった事項につき、

次のとおり定める。 

 

１ 高校２年時に大学入試英語成績提供システム参加試験（以下「参加試験」という。）

を受検し、文部科学省が公表しているＣＥＦＲ対照表のＢ２Ｃ１以上に該当する結

果を有した者で、次の①または～③②のいずれかの負担を軽減すべき理由があり、

かつ、高校の学びに支障がないと学校長が認めた者は、高校３年の４月から 12 月の

２回に代えて、その結果を活用することができる。 
 

＜負担を軽減すべき理由＞ 

①参加試験のうち、「高校生のための学びの基礎診断」として認定を受けたものを    

受検した者 

①②非課税所得世帯であるなど経済的に困難な事情を証明できる者 

②③離島・へき地に居住または通学している者 

 

２ 高校３年の４月から 12 月を含めた一定期間海外に在住していた者は、高校３年の

４月から 12 月の参加試験と同種同名の海外の試験結果を活用することができる。 

 

３ 既卒者も含め、病気等のやむを得ない事情により受検できなかった等の者であっ

て特別に配慮すべきとされた者については、前年度の参加試験の結果を活用するこ

とができる。 

 

４ 既卒者については、受検年度の４月から 12 月の２回までの試験結果と併せて受検

年度の前年度の試験結果を活用提供できるものすることとする。 
 

５ 各大学は、障害のある受検生については、障害の内容によって不利益が生じないよ

う試験結果の取扱いに関して各大学で積極的にな配慮するよう努めるを求める。 
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